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令和２年4月改正に伴う 
完了検査申請書・中間検査申請書の様式改訂について 

2020 年 4月 
日本 ERI株式会社 

完了検査申請書･中間検査申請書は、第四面の記載内容が変わりました。 
 

建築基準法施行規則の改正により、完了検査申請書･中間検査申請書の第四面に記載しなけ
ればならない内容が変更されています。 
 
【 変更点 】記載上の注意書きに、以下が追加されました。 

９）施工図、工場の検査記録その他照合に必要な図書を用いて設計図書と申請建築
物との照合を行った場合、「照合内容」に記載した内容に応じ、「照合方法」にそ
の方法を全て記載して下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 

変更の対象となる場合 ⇒ 施工図､工場の検査記録など、設計図書以外の図書を使って、

設計図書と申請建築物との照合を行った場合 

どこに何を記載するか ⇒ 照合方法欄（❶）にその方法をすべてを記載してください 
 

  

今後は、施工図や工場の検査記

録などで､工事と設計図書との

照合･確認を行った場合は、す

べて記載する必要があります。 

❶ 

申請書自体に変更はないけれど、

書き方が変わったわけですね。 
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申請書第四面の記入例 
 
改正後は、❷❸のように、照合方法欄へ対象となる照合図書などを記載してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

❷ 

❸ 

「照合方法」欄に、設計図書以外の図書による照合の記載

がある場合は、それが設計図書と整合が取れたものである

かが検査の対象となります。 

整合がとられていることやその方法などについて、申請書

第四面に事前に記入しておくと、現場検査をスムーズに行

うことができます（❹） 

❹ 


